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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク、（Ｃ）インダン系合成ム
スク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される１種以上からなること
を特徴とする育毛剤。
（Ａ）大環状合成ムスク
　シベトン（９－シクロペンタデセン－１－オン）、シクロペンタデカノン、シクロヘキ
サデセノン（５－シクロヘキサデセン－１－オン）、シクロペンタデカノリド、１２－ケ
トシクロペンタデカノリド（オキサシクロヘキサデカン－２，１３－ジオン）、シクロヘ
キサデカノリド、シクロヘキサデセノリド（７－シクロヘキサデセノリド）、１２－オキ
サ－１６－ヘキサデカノリド、１１－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、１０－オキサ－
１６－ヘキサデカノリド、エチレンプラシレート、エチレンドデカンジオエート
（Ｂ）ニトロ系合成ムスク
　ムスクケトン（２，６－ジニトロ－３，５－ジメチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ム
スクキシロール（２，４，６－トリニトロ－５－ｔ－ブチルベンゼン）、ムスクアンブレ
ット（２，６－ジニトロ－３－メトキシ－１－メチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クチベテン（２，６－ジニトロ－３，４，５－トリメチル－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クモスケン（１，１，３，３，５－ペンタメチル－４，６－ジニトロインダン）
（Ｃ）インダン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサメチルインダリン（６－アセチル－１，１，２，３，３，５－ヘキ
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サメチルインダン）、４－アセチルジメチル－ｔ－ブチルインダリン（４－アセチル－６
－ｔ－ブチル－１，１－ジメチルインダリン）、５－アセチルテトラメチルイソプロピル
インダン（５－アセチル－３－イソプロピル－１，１，２，６－テトラメチルインダン）
（Ｄ）テトラリン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサテトラリン（６－アセチル－１，１，２，４，４，７－ヘキサメチ
ルテトラリン）、ヘキサメチルヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン（４，６，６，７
，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタベンゾピ
ラン）
【請求項２】
　以下の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク、（Ｃ）インダン系合成ム
スク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される１種以上が含有されて
いることを特徴とする育毛用貼付剤。
（Ａ）大環状合成ムスク
　ムスコン（３－メチルシクロペンタデカノン）、シベトン（９－シクロペンタデセン－
１－オン）、シクロペンタデカノン、シクロヘキサデセノン（５－シクロヘキサデセン－
１－オン）、シクロペンタデカノリド、１２－ケトシクロペンタデカノリド（オキサシク
ロヘキサデカン－２，１３－ジオン）、シクロヘキサデカノリド、シクロヘキサデセノリ
ド（７－シクロヘキサデセノリド）、１２－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、１１－オ
キサ－１６－ヘキサデカノリド、１０－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、エチレンプラ
シレート、エチレンドデカンジオエート
（Ｂ）ニトロ系合成ムスク
　ムスクケトン（２，６－ジニトロ－３，５－ジメチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ム
スクキシロール（２，４，６－トリニトロ－５－ｔ－ブチルベンゼン）、ムスクアンブレ
ット（２，６－ジニトロ－３－メトキシ－１－メチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クチベテン（２，６－ジニトロ－３，４，５－トリメチル－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クモスケン（１，１，３，３，５－ペンタメチル－４，６－ジニトロインダン）
（Ｃ）インダン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサメチルインダリン（６－アセチル－１，１，２，３，３，５－ヘキ
サメチルインダン）、４－アセチルジメチル－ｔ－ブチルインダリン（４－アセチル－６
－ｔ－ブチル－１，１－ジメチルインダリン）、５－アセチルテトラメチルイソプロピル
インダン（５－アセチル－３－イソプロピル－１，１，２，６－テトラメチルインダン）
（Ｄ）テトラリン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサテトラリン（６－アセチル－１，１，２，４，４，７－ヘキサメチ
ルテトラリン）、ヘキサメチルヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン（４，６，６，７
，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタベンゾピ
ラン）
【請求項３】
　支持体と、該支持体に含浸又は積層された基剤層とからなり、該基剤層には請求項２に
記載の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク，（Ｃ）インダン系合成ムス
ク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される１種以上が含有されてい
ることを特徴とする育毛用貼付剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は育毛剤及び該育毛剤を含有する貼布剤に関する。本発明の目的は、経皮吸収性
に優れた育毛剤及び、皮膚局所に直接貼って使用することで、育毛剤を長時間にわたって
徐々に経皮吸収させて、優れた育毛効果を発揮することができる貼布剤を提供することに
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　脱毛症の大部分を占める男性型脱毛症には、「男性ホルモン」が関与していることが知
られている。
　テストステロンなどの男性ホルモンはそのままの形では活性は低い。しかし、皮脂腺に
は還元酵素５－α－リダクターゼが存在しており、テストステロンは活性の高い５－α－
デヒドロテストステロン（ＤＨＴ）に還元される。ＤＨＴは毛母細胞が取り込んだ栄養成
分を細胞分裂に必要とされるエネルギーに変換することを阻害するために、毛母細胞は細
胞分裂に必要なエネルギーを生産することができず、これが、脱毛症の原因の一つと考え
られている。
　従って、テストステロンなどの男性ホルモンを活性の高いＤＨＴに還元する５－α－リ
ダクターゼの活性を阻害することで、脱毛症の予防や治療を行うことができると考えられ
る。５－α－リダクターゼの阻害剤としては、エストラジオールなどの女性ホルモン（特
許文献１参照）が知られているが、副作用の危険性が高く、広く普及するに至っていない
。
【０００３】
　一方、脱毛症の他の原因としては、毛母細胞の機能低下を挙げることができる。毛母細
胞の機能を正常に戻すことができれば、脱毛を予防し、発毛を促進することができると考
えられる。
　毛母細胞の機能を正常化することができると考えられているものとして、細胞増殖因子
、血行促進剤、毛母細胞賦活剤などが知られている。
　細胞増殖因子としては、ジアルキルモノアミン誘導体、マイカイ花エキス、イチョウエ
キス、感光素３０１号、チョウレイエキス、サンザシエキス、グロスフェリン、プラセン
タエキス、インスリン様成長因子（ＩＧＦ・Ｉ）などが知られている。
　血行促進剤としては、センブリエキス、酢酸トコフェロール、ニコチン酸ベンジル、ト
ウガラシチンキ、ミノキシジル、塩化カルプロニウムなどが知られている。
　毛母細胞賦活剤としては、ペンタデカン酸グリセリド、６－ベンジルアミノプリン（特
許文献２参照）などが知られている。
【０００４】
【特許文献１】特公平６－０１０１２７号公報
【特許文献２】特許第２６３６１１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在一般に市販されている育毛剤組成物は、頭皮にふりかけたり、頭皮に塗布したり、
或いは頭皮に直接塗り込んだりして使用するものが殆どである。育毛剤組成物中の有効成
分は毛母細胞或いはその周辺で作用するものであるから、有効成分を毛乳頭にまで供給さ
せないと、育毛効果を得ることはできない。
　頭皮から毛乳頭にまで育毛剤組成物の有効成分を浸透させるには、有効成分を毛孔から
毛包側壁を通過させなければならない。しかしながら、毛孔や毛包内は分泌された皮脂に
よって親油性の状態になっており、普通にシャンプーをして毛孔周辺をきれいにしたとし
ても、毛包内部は皮脂が詰まったままの状態であり、水溶性である育毛剤組成物の有効成
分は毛母細胞の周辺に浸透し難い。
【０００６】
　従って、従来の育毛剤組成物は一日に複数回使用することで、育毛効果を得ようとして
いる。しかしながら、従来の育毛剤組成物を一日に複数回使用したとしても、使用直後は
有効成分の頭皮への供給量は増えるが、有効成分を長時間にわたって供給することはでき
ず、十分な育毛効果を得ることは困難であった。また、従来の育毛剤組成物のように、一
日に複数回使用する場合、使用することを忘れてしまったり、或いは忙しい時には使用す
ることができない場合があり、従来の育毛剤組成物は長期間継続して使用することが困難
であった。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は上記した課題を解決するためになされた発明であり、請求項１に係る発明は、
　以下の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク、（Ｃ）インダン系合成ム
スク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される１種以上からなること
を特徴とする育毛剤に関する。
（Ａ）大環状合成ムスク
　シベトン（９－シクロペンタデセン－１－オン）、シクロペンタデカノン、シクロヘキ
サデセノン（５－シクロヘキサデセン－１－オン）、シクロペンタデカノリド、１２－ケ
トシクロペンタデカノリド（オキサシクロヘキサデカン－２，１３－ジオン）、シクロヘ
キサデカノリド、シクロヘキサデセノリド（７－シクロヘキサデセノリド）、１２－オキ
サ－１６－ヘキサデカノリド、１１－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、１０－オキサ－
１６－ヘキサデカノリド、エチレンプラシレート、エチレンドデカンジオエート
（Ｂ）ニトロ系合成ムスク
　ムスクケトン（２，６－ジニトロ－３，５－ジメチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ム
スクキシロール（２，４，６－トリニトロ－５－ｔ－ブチルベンゼン）、ムスクアンブレ
ット（２，６－ジニトロ－３－メトキシ－１－メチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クチベテン（２，６－ジニトロ－３，４，５－トリメチル－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クモスケン（１，１，３，３，５－ペンタメチル－４，６－ジニトロインダン）
（Ｃ）インダン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサメチルインダリン（６－アセチル－１，１，２，３，３，５－ヘキ
サメチルインダン）、４－アセチルジメチル－ｔ－ブチルインダリン（４－アセチル－６
－ｔ－ブチル－１，１－ジメチルインダリン）、５－アセチルテトラメチルイソプロピル
インダン（５－アセチル－３－イソプロピル－１，１，２，６－テトラメチルインダン）
（Ｄ）テトラリン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサテトラリン（６－アセチル－１，１，２，４，４，７－ヘキサメチ
ルテトラリン）、ヘキサメチルヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン（４，６，６，７
，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタベンゾピ
ラン）
　請求項２に係る発明は以下の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク，（
Ｃ）インダン系合成ムスク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される
１種以上が含有されていることを特徴とする育毛用貼付剤に関する。
（Ａ）大環状合成ムスク
　ムスコン（３－メチルシクロペンタデカノン）、シベトン（９－シクロペンタデセン－
１－オン）、シクロペンタデカノン、シクロヘキサデセノン（５－シクロヘキサデセン－
１－オン）、シクロペンタデカノリド、１２－ケトシクロペンタデカノリド（オキサシク
ロヘキサデカン－２，１３－ジオン）、シクロヘキサデカノリド、シクロヘキサデセノリ
ド（７－シクロヘキサデセノリド）、１２－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、１１－オ
キサ－１６－ヘキサデカノリド、１０－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、エチレンプラ
シレート、エチレンドデカンジオエート
（Ｂ）ニトロ系合成ムスク
　ムスクケトン（２，６－ジニトロ－３，５－ジメチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ム
スクキシロール（２，４，６－トリニトロ－５－ｔ－ブチルベンゼン）、ムスクアンブレ
ット（２，６－ジニトロ－３－メトキシ－１－メチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クチベテン（２，６－ジニトロ－３，４，５－トリメチル－ｔ－ブチルベンゼン）、ムス
クモスケン（１，１，３，３，５－ペンタメチル－４，６－ジニトロインダン）
（Ｃ）インダン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサメチルインダリン（６－アセチル－１，１，２，３，３，５－ヘキ
サメチルインダン）４－アセチルジメチル－ｔ－ブチルインダリン（４－アセチル－６－
ｔ－ブチル－１，１－ジメチルインダリン）、５－アセチルテトラメチルイソプロピルイ
ンダン（５－アセチル－３－イソプロピル－１，１，２，６－テトラメチルインダン）
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（Ｄ）テトラリン系合成ムスク
　６－アセチルヘキサテトラリン（６－アセチル－１，１，２，４，４，７－ヘキサメチ
ルテトラリン）、ヘキサメチルヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン（４，６，６，７
，８，８－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタベンゾピ
ラン）
　請求項３に係る発明は、支持体と、該支持体に含浸又は積層された基剤層とからなり、
該基剤層には請求項２に記載の（Ａ）大環状合成ムスク、（Ｂ）ニトロ系合成ムスク，（
Ｃ）インダン系合成ムスク及び（Ｄ）テトラリン系合成ムスクからなる群から選択される
１種以上が含有されていることを特徴とする育毛用貼付剤に関する。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る育毛剤は優れた育毛効果を有する。しかも、本発明に係る育毛剤は経皮吸
収性に優れるので、従来の育毛剤に比べて優れた育毛効果を発揮することができる。
　本発明に係る貼布剤は皮膚局所に直接貼って使用することで、基剤層に含まれる育毛剤
を長時間にわたって徐々に経皮吸収させることができ、優れた育毛効果を発揮することが
可能である。また、本発明に係る貼布剤は皮膚局所に貼るだけで、長時間にわたって育毛
剤を徐々に経皮吸収させることができるので、従来の育毛剤組成物に比べて手軽に使用す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明について詳細に説明する。本発明に係る貼布剤は必須成分として、ムスク
様香気を有する香料成分を含有する。
　ムスクはジャコウとも呼ばれ、ジャコウジカ（Moschus moschiferus L.）の雄の腹部に
ある香のうの分泌物を乾燥したものである。ジャコウジカの商取引はワシントン条約で禁
止されており、非常に高価である。
【００１０】
　本発明では、ムスク様香気を有する香料成分が育毛剤の有効成分である。本発明者らは
、後述する試験例に示されるように、ムスク様香気を有する香料成分が育毛効果を有する
ことを実験的に見出した。特に、ムスク様香気を有する香料成分を皮膚局所から経皮吸収
させることで、優れた育毛効果を発揮することができる。
　ムスク様の香気を有する香料成分としてムスクを使用することもできるが、ムスクは非
常に高価であるとともに、必要量を長期間安定的に確保することが困難であるので、本発
明では合成ムスクを使用する。合成ムスクとは、ムスクに含まれる香料成分を化学合成し
たもの、又はムスクと類似する香気を有する香料成分を化学合成したもの、或いはムスク
に含まれる香料成分と類似する構造を有する香料成分を化学合成したものであり、いずれ
もムスク様の香気を有する。
　合成ムスクの具体例としては、大環状合成ムスク、ニトロ系合成ムスク、インダン系合
成ムスク、テトラリン系合成ムスクなどを例示することができる。
【００１１】
　大環状合成ムスクとしては、化１の（１）に示されるムスコン（３－メチルシクロペン
タデカノン）、化１の（２）に示されるシベトン（９－シクロペンタデセン－１－オン）
、化１の（３）に示されるシクロペンタデカノン、化１の（４）に示されるシクロヘキサ
デセノン（５－シクロヘキサデセン－１－オン）、化１の（５）に示されるシクロペンタ
デカノリド、化１の（６）に示される１２－ケトシクロペンタデカノリド（オキサシクロ
ヘキサデカン－２，１３－ジオン）、化２の（７）に示されるシクロヘキサデカノリド、
化２の（８）に示されるシクロヘキサデセノリド（７－シクロヘキサデセノリド）、化２
の（９）に示される１２－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、化２の（１０）に示される
１１－オキサ－１６－ヘキサデカノリド、化２の（１１）に示される１０－オキサ－１６
－ヘキサデカノリド、化２の（１２）に示されるエチレンプラシレート、化２の（１３）
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【００１２】
【化１】

【００１３】
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【００１４】
　ニトロ系ムスクとしては、化３の（１）に示されるムスクケトン（２，６－ジニトロ－
３，５－ジメチル－４－ｔ－ブチルベンゼン）、化３の（２）に示されるムスクキシロー
ル（２，４，６－トリニトロ－５－ｔ－ブチルベンゼン）、化３の（３）に示されるムス
クアンブレット（２，６－ジニトロ－３－メトキシ－１－メチル－４－ｔ－ブチルベンゼ
ン）、化３の（４）に示されるムスクチベテン（２，６－ジニトロ－３，４，５－トリメ
チル－ｔ－ブチルベンゼン）、化３の（５）に示されるムスクモスケン（１，１，３，３
，５－ペンタメチル－４，６－ジニトロインダン）などを例示することができる。
【００１５】
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【００１６】
　インダン系ムスクとしては、化４の（１）に示される６－アセチルヘキサメチルインダ
リン（６－アセチル－１，１，２，３，３，５－ヘキサメチルインダン）、化４の（２）
に示される４－アセチルジメチル－ｔ－ブチルインダリン（４－アセチル－６－ｔ－ブチ
ル－１，１－ジメチルインダリン）、化４の（３）に示される５－アセチルテトラメチル
イソプロピルインダン（５－アセチル－３－イソプロピル－１，１，２，６－テトラメチ
ルインダン）などを例示することができる。
【００１７】
　テトラリン系ムスクとしては、化４の（４）に示される６－アセチルヘキサテトラリン
（６－アセチル－１，１，２，４，４，７－ヘキサメチルテトラリン）、化４の（５）に
示されるヘキサメチルヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン（４，６，６，７，８，８
－ヘキサメチル－１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロシクロペンタベンゾピラン）な
どを例示することができる。
【００１８】
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【化４】

【００１９】
　本発明では、上述した合成ムスクのうち、一種類の合成ムスクを単独で使用することも
でき、或いは二種類以上の合成ムスクの混合物として使用することもできる。
　上述した合成ムスクは後述する基剤層中に配合されて本発明に係る貼布剤とされるが、
基剤層中における合成ムスクの含有量は特に限定されないが、基剤層１００重量部当り、
０．０００１～１０重量部、好ましくは０．００１～７重量部、より好ましくは０．０１
～５重量部である。０．０００１重量部未満であると、育毛効果を発揮し難くなり、１０
重量部を超えると、それ以上の育毛効果が得られないばかりか、ムスク様の香気が強くな
り好ましくない。
【００２０】
　本発明に係る貼布剤は有効成分である合成ムスクを含有する。貼布剤に育毛剤の有効成
分を含有することにより、長時間にわたって有効成分の一定量を徐々に経皮吸収させるこ
とができるので、優れた育毛効果を得ることができる。
【００２１】
　本発明に係る貼布剤は支持体と、この支持体に積層又は含浸された基剤層とからなり、
有効成分である合成ムスクは基剤層に含有される。
　支持体は通常の貼布剤に用いられる支持体であればよく、例えば、非伸縮性又は伸縮性
のフィルム、不織布、編布などを例示することができる。
　支持体の材質としては、ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン
テレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリスチレ
ン、ナイロン、綿、レーヨン、レーヨン／ポリエチレンテレフタレート、ポリアクリロニ
トリル、ポリビニルアルコール、アクリル系樹脂、ポリウレタン、スチレン－イソプレン
－スチレンブロック共重合体、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体、スチ
レン－エチレン－プロピレン－スチレンブロック共重合体、スチレン－ブタジエンゴム、
エチレン－酢酸ビニル共重合体、セロハン等を例示することができる。
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　また支持体には高分子フィルムを積層することができる。高分子フィルムとしては、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリ
塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリウレタン、ポリスチレン、エチレン－酢酸ビニル
共重合体、ポリカーボネートなどを例示することができる。
　支持体の厚さは特に限定されないが、１μｍ～１ｃｍ、より好ましくは１００μｍ～１
０００μｍとされる。
【００２２】
　支持体には基剤層が積層又は含浸される。基剤層は皮膚面に対する粘着性に優れ、皮膚
局所への適用が容易であり、しかも、有効成分の溶解性に優れるとともに、有効成分を徐
々に放出して経皮吸収させることができるものである。本発明では、一般的な貼布剤の基
剤層であればいずれも使用することができる。
　具体的には、粘着剤又は水溶性高分子などから構成された基剤層を例示することができ
る。
【００２３】
　粘着剤としては、ゴム系粘着剤、酢酸ビニル系粘着剤、エチレン－酢酸ビニル系粘着剤
、塩化ビニル系粘着剤、アクリル系粘着剤、ポリアミド系粘着剤、ポリエチレン系粘着剤
、ポリサルファイド粘着剤などを例示することができる。
　基剤層を粘着剤から構成する場合、粘着剤の含有量は特に限定されないが、基剤層１０
０重量部当り、５～５０重量部、好ましくは１０～４０重量部、より好ましくは１５～３
５重量部である。
【００２４】
　水溶性高分子としては、天然高分子、半合成高分子、合成高分子を例示することができ
る。
　天然高分子としては、ゼラチン、澱粉、寒天、グルコマンナン、アルギン酸又はその塩
、アラビアガム、トラガントガム、ローカストビーンガム、アカシアガム、グアガム、カ
ラギーナンなどを例示することができる。
【００２５】
　半合成高分子としては、メチルセルロース、メチルセルロースナトリウム、エチルセル
ロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチル
セルロースナトリウム、デキストリンなどを例示することができる。
【００２６】
　合成高分子としては、ポリアクリル酸又はその塩、ポリビニルアルコール、ポリビニル
ピロリドン、ポリビニルメタクリレート、メチルビニルエーテル－無水マレイン酸共重合
体、カルボキシビニルポリマー、ポリエチレンオキサイド、イソブチレン－無水マレイン
酸共重合体などを例示することができる。
【００２７】
　上述した水溶性高分子は公知の架橋剤又は重合剤で処理されていても構わない。また上
述した水溶性高分子は一種又は二種以上を配合することができる。
　基剤層を水溶性高分子から構成する場合、水溶性高分子の含有量は、基剤層１００重量
部当り、１～２０重量部、好ましくは３～１５重量部、より好ましくは５～１０重量部で
ある。
【００２８】
　さらに、本発明では基剤層に必要に応じて、水、溶解剤、経皮吸収促進剤、保湿剤、皮
膚刺激緩和剤、界面活性剤などを配合することができる。
【００２９】
　基剤層に水を含有する場合、水の含有量は、基剤層１００重量部当り、２０～８０重量
部、好ましくは３０～７０重量部、より好ましくは４０～６０重量部である。
【００３０】
　溶解剤としては、オレイン酸、炭酸プロピレン、プロピレングリコール、ポリエチレン
グリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸ブチル、パルミチン酸イソプロピ
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ル、パルミチン酸セチル、ステアリン酸ブチル、ステアリン酸イソセチル、セバシン酸ジ
エチル、セバシン酸ジイソプロピル、リノール酸エチル、リノール酸イソプロピル、サリ
チル酸メチル、サリチル酸グリコールベンジルアルコール、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
、オレイルアルコール、ジメチルスルホキシド、ハッカ油、ユーカリ油、ヒマシ油、リモ
ネン等を例示することができる。
　溶解剤を配合する場合、上述した溶解剤のうちの一種又は二種以上を配合することがで
きる。
　溶解剤の含有量は、基剤層１００重量部当り、０．０１～１０重量部、好ましくは０．
０５～７重量部、より好ましくは０．１～５重量部である。
【００３１】
　経皮吸収促進剤としては、ジイソプロピルアジペート、レシチン、スクワラン、スクワ
レン、エイゾン、メントール、ポリエチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ク
ロタミトン、ハッカ油、ユーカリ油、リモネン、オレイン酸、リノレイン酸ジイソプロピ
ルアジペート、ジメチルスルホキシド等を例示することができる。
　経皮吸収促進剤を配合する場合、上述した経皮吸収促進剤のうちの一種又は二種以上を
配合することができる。
　経皮吸収促進剤の含有量は、基剤層１００重量部当り、０．０１～１０重量部、好まし
くは０．０５～７重量部、より好ましくは０．５～５重量部である。
【００３２】
　保湿剤としては、グリセリン、ソルビトール、乳酸、尿素、プロピレングリコール、エ
チレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリ
コール、１，３－ブチレングリコール等を例示することができる。
　保湿剤を配合する場合、上述した保湿剤のうちの一種又は二種以上を配合することがで
きる。
　保湿剤の含有量は、基剤層１００重量部当り、１０～７０重量部、好ましくは２０～６
０重量部、より好ましくは３０～５５重量部である。
【００３３】
　皮膚刺激緩和剤としては、塩酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、
マレイン酸クロルフェラミン、マレイン酸フェニラミン、アンレキサノクス、イブシラス
ト、アゼラスチン、オキサトミド、クロモグリク酸塩、タザノラスト、テルフェナジン、
トラニラスト、フマル酸ケトチフェン、レビリナスト、グリチルリチン酸、グリチルレチ
ン酸、シクロデキストリンなどを例示することができる。
　皮膚刺激緩和剤を配合する場合、上述した皮膚刺激緩和剤のうちの一種又は二種以上を
配合することができる。
　皮膚刺激緩和剤の含有量は、基剤層１００重量部当り、０．０１～１０重量部、好まし
くは０．０５～７重量部、より好ましくは０．１～５重量部である。
【００３４】
　界面活性剤としては、ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル、プロピレングリ
コール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪
酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエ
チレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビット脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンステロ
ール、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン
アルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルなどを例示することが
できる。
　界面活性剤を配合する場合、上述した界面活性剤のうちの一種又は二種以上を配合する
ことができる。
　界面活性剤の含有量は、基剤層１００重量部当り、０．０１～１０重量部、好ましくは
０．０５～７重量部、より好ましくは０．１～５重量部である。
【００３５】
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　さらに本発明では、必要に応じて、アスコルビン酸、ステアリン酸エステル、没食子酸
エステル、エテド酸塩、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソールなど
の酸化防止剤、チモール、塩化ベンザルコニウム、パラベン等の防腐剤、リン酸、ホウ酸
、クエン酸、酢酸、リンゴ酸、酒石酸、乳酸、水酸化ナトリウム、ジエタノールアミン、
トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミンなどのｐＨ調整剤、カオリン、酸化チ
タン、タルク、ベントナイト、酸化亜鉛、モンモリロナイト、無水ケイ酸などの無機粉体
、ポリブテン、天然ラテックス、酢酸ビニルエマルジョン、ポリアクリル酸エステルエマ
ルジョン、ポリアクリル酸エマルジョンなどの粘着付与剤を、適宜任意に配合することが
できる。
【００３６】
　基剤層の露出面は剥離層によって被覆、保護することが望ましい。剥離層としては、使
用時に基剤層から容易に剥離することができるものであれば特に限定されず、例えば基剤
層と接触する面にシリコーン樹脂、フッ素樹脂等を塗布することによって剥離処理を施し
た、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレンテレフタレート
等のフィルムなどを例示することができる。
【００３７】
　本発明に係る貼布剤は皮膚局所に貼付して使用する。皮膚局所に貼付された貼布剤は基
剤層に含まれる有効成分であるムスク様香気を有する化合物を長時間にわたって徐々に放
出して有効成分を経皮吸収させることができ、優れた育毛効果を発揮することができる。
　本発明に係る貼布剤の適用箇所は特に限定されず、頭、腕、脚、腰、肩等の人体の各部
全てに好適に適用することができる。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明を実施例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定される
ものではない。尚、配合量は重量％である。
【００３９】
（試料の調製）
　以下の組成からなる基剤に表１に記載の合成ムスクを加えたものと、厚さ１００μｍの
ポリエチレン製の織布からなる支持体とを用いて、常法に従い実施例の各貼布剤を調製し
た。尚、合成ムスクを全く含有していない対照例の貼布剤も同様に調製した。
＜基剤の組成＞
ポリアクリル酸ナトリウム　　　　　　　　　５．０
カルボキシメチルセルロースナトリウム　　　３．０
酒石酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
Ｄ－ソルビトール　　　　　　　　　　　　２０
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　２０
ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
水酸化アルミニウム　　　　　　　　　　　　０．５
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　０．１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
合成ムスク　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５　　
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０重量％
【００４０】
（試験例）
　１８～４０歳の脱毛症の男性を対象に、円周３ｃｍの円形に切断した各貼布剤を左肩部
に貼付（朝と晩の一日二回、貼付した貼布剤を交換）してもらい、試験開始から３ヶ月後
の貼布剤を貼った箇所の毛髪の本数の増減について調べ、以下の評価基準に従い、評価し
た。結果を表１に記載する。
＜評価基準＞
　試験開始前と試験終了後の毛髪の増加率は、６０％以上であった。・・・Ａ
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　試験開始前と試験終了後の毛髪の増加率は、４５～６０％であった。・・Ｂ
　試験開始前と試験終了後の毛髪の増加率は、３０～４５％であった。・・Ｃ
　試験開始前と試験終了後の毛髪の増加率は、０～３０％であった。・・・Ｄ
　試験開始前と試験終了後の毛髪の増加率は、０％であった。・・・・・・Ｅ
【００４１】
【表１】

【００４２】
　表１に示されるように、合成ムスクを配合した各実施例の試料では、毛髪数の増加が確
認された。一方、合成ムスクを全く含有しない対照例の試料では、毛髪数の有意な増加は
確認されず、合成ムスクが育毛効果を有することが確認された。
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